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鹿児島県 知事　 伊 藤　 祐一郎

平 成26 年1 月10 日付けで開示請求 のあっ た公文書について は， 次のとお り

ることを決定したので

４　４

６年 ２月

１

１ ０

鹿児島県 情報公開条例第11 条第 １項 の規定 によ り通知し ます。

号

日

ノ`

開　示　請　求　に　係　る

公 文 書 の 名 称 等

①「Ｔ ポイ ントレ ディスゴルフト ーナメント」 の行事後援

の起案 書及び添 付文書

② 「Ｔ ポイ ントレ ディスゴルフトー ナメント」 の役員就任

の起案 書及び添 付文書

③ 「Ｔポイ ントレ ディスゴルフト ーナメント」 に係る鹿児

島県賞 の購入の起案 書及び添付文 書

求 め る こ と が で き る

開 示 の 実 施 の 方 法

写し の交 付，閲覧

開 示 を 実 施 す る

囗　時　 及　 び　 場　 所

日時 年　 月　 日　　 午 前・午後　　 時　 分

場所

開 示 し な い 部 分 及 び

開　示　し　な　い　理　由

別紙のとおり

開 示 の 実 施 の 方 法

の 申 出 に 関 す る 事 項

あなたが開示請求 書に記載された方法（写し の交 付）に

より開示を実施する こと がで きますので，申し出を 行う必

要はありません。

なお ，開示 の実施 の方 法の変 更（閲覧）を希望さ れる 場

合は，電話等により 連絡してく ださい。

事　　務　　担　　当　　課
観光課　 観光地づくり 係

電話番 号099  (286)  2111　 内線3005

備　　　　　　　　　　　　考 あな たが郵送による写し の交 付を希望しているため， 開

示を実施する日時及び場所 の欄は記入し てお りませ ん。
注 １

２

３

４

開示を実施する 日時 に都合が悪いときは，あらかじ めそ の旨を電話等により，事

務担当課 まで連絡してください。

公文書の開示を受ける際に は， この通知書を係員に提示してく ださい。

郵送により写し等の交 付を実施 する場合は，注２ の手 続は不要です。

開示決定に係る公文書 に第三者 に関する 情報が含 まれている場 合にお いて，当 該

第三者から異議申立て＝4＝審=妛＝請＝求＝戸 があっ たときは，当該 公文 書の全部若し くは一

部を開示することができなくなる場 合又は開示の日時を変更する場 合があ りますの

で ，御了承く ださい。

こ の決定 に不服がある場合には，行政 不服審 査法（昭和37 年法 律第160 号） の定める

ところ によ りこの決定があったことを知った 日の翌日から起算して60 日以内 に， 鹿児島

県知事伊 藤祐一郎に対し て異議申立て坤審=査=請=対計＝をし ，又は行政事件訴訟法 （昭 和37 年

法 律第139 号）の定 めるところによりこの 決定があっ たことを知った日の翌 日か ら起算

して ６月以内 に，県 を被告とし て（訴訟において県 を代表する者は鹿児島県 知事伊 藤祐

一郎となり ます。） この決定の取消しの 訴えを提 起する ことができ ます。 ただし， 異議

申立て＝咄咄5=請＝求＝｝＝をし た場合は，この決定 の取 消し の訴えは，そ の 異議申立て吽審=査請

求今に対 する 決定⇒接決=y＝の通知を受けた 日の 翌日か ら起算して ６月以内に提 起しな け

ればなり ませ ん。



公文書の名称 開示しない部分 開示しない理由

Ｔ ポイントレディ スゴル

フトーナメント の行事後

援 の起案書及び添付文書

(平成21 年度～平成24 年

度分)

収支予算書の金額 鹿児島県情報公開条例第７条第２号（法人等に関する

情報）に該当

法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがある情報であり，公にすることによって、法人等

の公正な事業運営を害するおそれがあると認められる

ことから不開示であり,同号ただし書にも該当しない。

起案書，回答文書，申請書，

実施要項，大会概要の個人

名

鹿児島県情報公開条例第７条第１号（個人に関する情

報）に該当

当該情報は個人の情報であって，特定の個人を識別で

きるものであることから原則として不開示であり，同

号ただし書のいずれにも該当しない。

申請書の会社印の印影 鹿児島県情報公開条例第７条第２号（法人等に関する

情報）に該当

契約相手方法人の印影は，法人等の内部管理に関する

情報であり，公にすることによって当該法人の正当な

利益を害するおそれがあると認められることから不開

示であり，同号ただし書にも該当しない。

申請書の会社印の印影 鹿児島県情報公開条例第７条第４号（公共の安全等に

関する情報）に該当

契約相手方法人の印影を公にすることによって悪用さ

れるなど犯罪予防等公共の安全と秩序の維持に支障を

及ぼすおそれがあるため不開示である。

Ｔポイントレディスゴル

フトーナメントの役員就

任の起案書及び添付文書

(平成21 年度～平成24 年

度分)

役員名簿の公務員等以外

の氏名，所属，役職

申請書，実施要項，起案書，

回答文書の個人名

鹿児島県情報公開条例第７条第１号（個人に関する情

報）に該当

当該情報は個人の情報であって，特定の個人を識別で

きるものであることから原則として不開示であり，同

号ただし書のいずれにも該当しない。

役員就任依頼文書の会社印

の印影

鹿児島県情報公開条例第７条第２号（法人等に関する

情報）に該当

契約相手方法人の印影は，法人等の内部管理に関する

情報であり，公にすることによって当該法人の正当な

利益を害するおそれがあると認められることから不開

示であり，同号ただし書にも該当しない。



公文書の名称 開示しない部分 開示しない理由

Ｔ ポイントレディスゴル

フトーナメント の役員就

任の起案書及び添付文書

(平成21 年度～平成24 年

度分)

役員 就任依頼文書の会社印

の印影

鹿児島県情報公開条例第７条第４号（公共の安全等に

関する情報）に該当

契約相手方法人の印影を公にすることによって悪用さ

れるなど犯罪予防等公共の安全と秩序の維持に支障を

及ぼすおそれがあるため不開示である。

Ｔポイントレディスゴル

フト ーナメントに係る鹿

児島県賞の購入の起案起

案書及び添付文書

(平成21. 23, 24年度分)

支出負担行為・支出 命令票

の相手方の金融機関名，口

座番号，口座名義人

見積書・納品書・請求書の

代表取締役の印影

納品書・請求書の振込先

鹿児島県情報公開条例第７条第２号（法人等に関する

情報）に該当

契約相手方法人の代表取締役の印影，振込先は，法人

等の内部管理に関する情報であり，公にすることによ

って当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認

められることから不開示であり，同号ただし書にも該

当しないo

見積書・納品書・請求書の

代表取締役の印影

鹿児島県情報公開条例第７条第４号（公共の安全等に

関する情報）に該当

契約相手方法人の代表取締役の印影や振込先を公にす

ることによって悪用されるなど犯罪予防等公共の安全

と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため不開示

である。
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